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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第17期

第１四半期
連結累計期間

第18期
第１四半期
連結累計期間

第17期

会計期間
自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

自 2022年10月１日
至 2022年12月31日

自 2021年10月１日
至 2022年９月30日

売上高 (千円) 5,105,237 3,100,528 20,706,403

経常利益 (千円) 2,573,820 330,932 9,766,176

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,751,225 81,356 6,794,777

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,750,412 79,214 6,799,858

純資産額 (千円) 27,563,504 32,940,705 32,598,659

総資産額 (千円) 31,487,417 37,127,633 39,913,638

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 55.21 2.56 214.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 53.65 2.51 208.93

自己資本比率 (％) 86.6 87.3 81.0
 

（注）当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の状況

①マーケットの状況

当社のグループ会社である㈱レコフデータが集計し公表している統計データによると、国内企業が関係し公表さ

れたＭ＆Ａ件数は、2022年（１－12月）時点で4,304件（前年同期比0.6％増）と、過去最多を更新しております。

このようにＭ＆Ａマーケットが堅調に拡大する中、中小企業庁によれば2025年までの10年で60万の事業者が黒字

廃業の可能性があるとされ、重要な課題となった中堅・中小企業の事業承継問題の解決策としてのＭ＆Ａは一層注

目度が高まっており、Ｍ＆Ａは多くの経営者にとって重要な選択肢として広く認知されております。

いまや国内では地域・業種等を問わず多くの企業でＭ＆Ａへの関心が高まっており、当社グループとしても幅広

い案件に対応できるよう、グループ体制を拡充してまいりました。案件マッチング強化にも取り組んでおり、オン

ライン上で当社が運営するプラットフォームへ案件を掲載し、提携する金融機関による譲受企業のマッチングを行

うサービスを継続的に強化しており、マーケットの拡大を背景に提携先数を拡大しております。

こうしたマーケットの堅調な拡大を受けて、大手金融機関、地方銀行、新たなＭ＆Ａブティックの新規参入と

いった競合も増加しておりますが、Ｍ＆Ａ専門企業として蓄積してきた国内企業のＭ＆Ａにおける高い専門性と実

績を生かし、Ｍ＆Ａを通じて持続可能な日本経済へ寄与するべく、良質なＭ＆Ａ案件を創出してまいります。

 
②当社グループの状況

当社グループの経営成績は、売上高は前年同四半期比で2,004百万円（39.3％）の減少となる3,100百万円となり

ました。これは、前年同四半期比で成約件数が減少したこと、成約案件に占める大型案件数が減少し全体的に成約

単価が低下したことが主な要因となっております。

売上原価は、売上高の減少により、賞与引当金を含むインセンティブ賞与が減少したことを主な要因として、前

年同四半期比268百万円（15.5％）の減少となる1,463百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、消耗品費、地代家賃、支払手数料の増加が主な要因となり、前年同四半

期比505百万円（63.1％）の増加となる1,306百万円となりました。

その結果、営業利益は前年同四半期比2,241百万円（87.2％）の減少となる330百万円、経常利益は前年同四半期

比2,242百万円（87.1％）の減少となる330百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比

1,669百万円（95.4％）の減少となる81百万円となりました。

当社グループの成約案件状況、ならびに当社及び㈱レコフの成約案件状況の内訳は次のとおりとなります。
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成約件数（連結）

分類の名称

前第１四半期
連結累計期間

(自2021年10月１日
 至2021年12月31日)

当第１四半期
連結累計期間

(自2022年10月１日
 至2022年12月31日)

前年
同期比

グループ
全体

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 46 33 △13

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 10 5 △5

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 36 28 △8
 

 
成約件数（単体）

分類の名称

前第１四半期
累計期間

(自2021年10月１日
 至2021年12月31日)

当第１四半期
累計期間

(自2022年10月１日
 至2022年12月31日)

前年
同期比

Ｍ＆Ａキャピタル
パートナーズ㈱

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 41 30 △11

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 9 5 △4

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 32 25 △7
 

 

分類の名称

前第１四半期
累計期間

(自2021年10月１日
 至2021年12月31日)

当第１四半期
累計期間

(自2022年10月１日
 至2022年12月31日)

前年
同期比

㈱レコフ

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 5 3 △2

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 1 0 △1

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 4 3 △1
 

 
なお、当社グループにおける報告セグメントはＭ＆Ａ関連サービス事業の単一セグメントであるため、セグメン

トに係る記載は省略しております。

 
(2) 財政状態の状況

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比較して3,838百万円（10.5％）減少し32,878百万円となりました。これは、

現金及び預金が3,107百万円減少したこと、売掛金が714百万円減少したことによるものです。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末と比較して1,052百万円（32.9％）増加し4,248百万円となりました。これは主

に建物附属設備が902百万円増加したことによるものです。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比較して2,867百万円（44.6％）減少し3,554百万円となりました。これは主

に、未払法人税等が2,334百万円減少したこと、未払消費税等が591百万円減少したことによるものです。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末と比較して260百万円（29.2％）減少し632百万円となりました。これは主に、

賞与引当金が210百万円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比較して342百万円（1.0％）増加し32,940百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が81百万円増加したこと、新株予約権が262百万円増加したことによるものです。

 
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
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当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動は行っておりません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 95,520,000

計 95,520,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,729,000 31,729,000
東京証券取引所
（プライム市場）

単元株式数は100株であります。

計 31,729,000 31,729,000 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、2023年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数がある場合は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。

第15回ストック・オプション

決議年月日 2022年11月15日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　１
当社従業員　60

新株予約権の数（個）※ 2,723　（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　272,300（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 4,470　（注）２

新株予約権の行使期間※ 自　2025年１月１日　至　2029年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　4,470
資本組入額　2,235

新株予約権の行使の条件※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項※

（注）４
 

※　新株予約権証券の発行時（2022年12月15日）における内容を記載しております。

(注) １．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。
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既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額
調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

３．(1) 新株予約権者は、2023年９月期及び2024年９月期の２事業年度における当社の売上高が、次の各号に掲

げる条件（以下、「行使条件」という。）を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち

当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）を合計した行使可能割合を限度として本新

株予約権を行使できる。

①2023年９月期の売上高が19,800百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

②2023年９月期の売上高が21,600百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

③2024年９月期の売上高が21,780百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

④2024年９月期の売上高が25,920百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

⑤2023年９月期及び2024年９月期の売上高の累計額が41,580百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

⑥2023年９月期及び2024年９月期の売上高の累計額が47,520百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

なお、上記の売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書にお

けるＭ＆Ａ仲介事業のセグメント売上高を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照す

べき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるもの

とする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使

可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本

新株予約権についてのみ行使出来るものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。以下同じ。）の取締役、監査役

または従業員（ただし、雇用期間の定めのない社員に限る。）であることを要する。ただし、（ａ）任

期満了による退任または定年退職の後も継続して社員と実質的に同等の勤務時間、勤務日数の労働をし

ていると取締役会が認めた場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または（ｂ）

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、（ⅱ）当社が発行する株式

について公開買付け（当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親

会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。）が成立し、その決済の開始日が到来した場合、も

しくは（ⅲ）当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止

を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。

(3）新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、

相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記(1)の条件を満たさなければ

行使することはできない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(6) 新株予約権者は、以下の区分に従って、行使の時点において満たされている上記(1)の行使可能割合の

合計に基づき算出される、当該行使の時点で行使可能な本新株予約権（以下、「本行使可能新株予約

権」という。）の全部又は一部を行使することができる。ただし、本行使可能新株予約権がないとき

は、この限りではない。

①2022年12月16日（以下、「割当日」という。）から行使期間の初日の前日までは、割り当てられた新

株予約権の全てについて権利行使することができない。

②行使期間の初日から割当日の３年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の20％について権

利行使することができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする）。

③割当日の３年後の応当日から割当日の４年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の40％

（ただし、割当日の３年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行

使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の40％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

④割当日の４年後の応当日から割当日の５年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の60％

（ただし、割当日の４年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行
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使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の60％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

⑤割当日の５年後の応当日から割当日の６年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の80％

（ただし、割当日の５年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行

使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の80％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

⑥割当日の６年後の応当日から行使期間の末日までは、本行使可能新株予約権の全てについて権利行使

することができる。

(7) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けるものとの間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

　　発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画またはそれら以外で当社の株式が上

場廃止となる事由（以下、「上場廃止事由」という。）について株主総会の承認（株主総会の承認を

要しない場合には取締役会決議）がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、かかる株主総会の承認日（株

主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の日）の前日において上記３．に定める行使条件を満

たしている場合は、新株予約権者は、かかる合併契約に基づく合併、分割契約もしくは分割計画に基

づく会社分割、株式交換契約に基づく株式交換もしくは株式移転計画に基づく株式移転の効力発生日

の前日、または（上場廃止事由の場合については）上場廃止日の前日までに限り、本新株予約権を行

使することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第16回ストック・オプション

決議年月日 2022年11月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社子会社従業員　２
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新株予約権の数（個）※ 56　（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　5,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 4,470　（注）２

新株予約権の行使期間※ 自　2025年１月１日　至　2029年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　4,470
資本組入額　2,235

新株予約権の行使の条件※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項※

（注）４
 

※　新株予約権証券の発行時（2022年12月15日）における内容を記載しております。

(注) １．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額
調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

３．(1) 新株予約権者は、2023年９月期及び2024年９月期の２事業年度における当社子会社である株式会社レコ

フの売上高が、次の各号に掲げる条件（以下、「行使条件」という。）を満たしている場合に、割当て

を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）を合計した行

使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。

①2023年９月期の売上高が2,750百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

②2023年９月期の売上高が3,000百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

③2024年９月期の売上高が3,025百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

④2024年９月期の売上高が3,600百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

⑤2023年９月期及び2024年９月期の売上高の累計額が5,775百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

⑥2023年９月期及び2024年９月期の売上高の累計額が6,600百万円以上の場合：

行使可能割合　６分の１

なお、上記の売上高の判定においては、当社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書にお

ける単体売上高を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要

な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予

約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個

数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ

行使出来るものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。以下同じ。）の取締役、監査役
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または従業員（ただし、雇用期間の定めのない社員に限る。）であることを要する。ただし、（ａ）任

期満了による退任または定年退職の後も継続して社員と実質的に同等の勤務時間、勤務日数の労働をし

ていると取締役会が認めた場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または（ｂ）

（ⅰ）当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、もしくは当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移転を行うことが当社の取締役会で承認された場合、（ⅱ）当社が発行する株式

について公開買付け（当社が自己株式の取得のために行うものを除き、当該公開買付けの結果として親

会社等または支配株主の異動が生じるものに限る。）が成立し、その決済の開始日が到来した場合、も

しくは（ⅲ）当社が発行する株式について、金融商品取引所が金融商品取引所の規則に従って上場廃止

を決定した場合において、上記(1)を満たしているときは、この限りでない。

(3）上記（2）に関わらず、当社と新株予約権者 の所属する当社関係会社における資本関係が解消された場

合、当該解消された日の前日において上記(1)に定める行使条件を満たしていることを条件として、当

該解消された日（当該日の時点で行使期間が到来していない場合には、行使期間の初日）から当該解消

された日の６ヶ月後の応当日までに限り、本新株予約権を行使することができる。

(4）新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員でありながら亡くなった場合、

相続人は本新株予約権を相続することができるものとする。ただし、上記(1)の条件を満たさなければ

行使することはできない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(7) 新株予約権者は、以下の区分に従って、行使の時点において満たされている上記(1)の行使可能割合の

合計に基づき算出される、当該行使の時点で行使可能な本新株予約権（以下、「本行使可能新株予約

権」という。）の全部又は一部を行使することができる。ただし、本行使可能新株予約権がないとき

は、この限りではない。

①2022年12月16日（以下、「割当日」という。）から行使期間の初日の前日までは、割り当てられた新

株予約権の全てについて権利行使することができない。

②行使期間の初日から割当日の３年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の20％について権

利行使することができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする）。

③割当日の３年後の応当日から割当日の４年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の40％

（ただし、割当日の３年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行

使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の40％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

④割当日の４年後の応当日から割当日の５年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の60％

（ただし、割当日の４年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行

使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の60％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

⑤割当日の５年後の応当日から割当日の６年後の応当日の前日までは、本行使可能新株予約権の80％

（ただし、割当日の５年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行

使した新株予約権を合算して、本行使可能新株予約権の80％までとする。）について権利行使するこ

とができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする）。

⑥割当日の６年後の応当日から行使期間の末日までは、本行使可能新株予約権の全てについて権利行使

することができる

(8) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けるものとの間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
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(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

　　発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画またはそれら以外で当社の株式が上

場廃止となる事由（以下、「上場廃止事由」という。）について株主総会の承認（株主総会の承認を

要しない場合には取締役会決議）がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、かかる株主総会の承認日（株

主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の日）の前日において上記３．(1)に定める行使条件

を満たしている場合は、新株予約権者は、かかる合併契約に基づく合併、分割契約もしくは分割計画

に基づく会社分割、株式交換契約に基づく株式交換もしくは株式移転計画に基づく株式移転の効力発

生日の前日、または（上場廃止事由の場合については）上場廃止日の前日までに限り、本新株予約権

を行使することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2022年10月１日～
2022年12月31日

― 31,729,000 ― 2,893 ― 2,883
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2022年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 300
 

― ―
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完全議決権株式(その他)
普通株式

31,719,700
 

317,197 ―

単元未満株式
普通株式

― ―
9,000

発行済株式総数 31,729,000 ― ―

総株主の議決権 ― 317,197 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2022年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
Ｍ＆Ａキャピタルパート
ナーズ㈱

東京都中央区八重洲二丁
目２番１号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2022年10月１日から2022年

12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年10月１日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 35,668,284 32,560,559

  売掛金 807,061 92,106

  その他 241,979 225,982

  流動資産合計 36,717,324 32,878,647

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備（純額） 92,167 994,639

   その他 77,112 218,203

   有形固定資産合計 169,280 1,212,842

  無形固定資産   

   商標権 132,236 123,979

   のれん 773,840 725,475

   その他 62,295 88,982

   無形固定資産合計 968,372 938,437

  投資その他の資産   

   敷金及び保証金 1,073,956 1,361,956

   繰延税金資産 969,799 721,827

   その他 21,905 20,921

   貸倒引当金 △7,000 △7,000

   投資その他の資産合計 2,058,660 2,097,705

  固定資産合計 3,196,313 4,248,985

 資産合計 39,913,638 37,127,633

負債の部   

 流動負債   

  契約負債 861,784 958,963

  賞与引当金 31,568 504,623

  役員賞与引当金 13,691 66,416

  未払金 2,298,823 1,732,161

  未払法人税等 2,358,074 23,602

  未払消費税等 645,676 53,778

  その他 212,601 215,372

  流動負債合計 6,422,220 3,554,918

 固定負債   

  退職給付に係る負債 128,750 132,853

  賞与引当金 562,306 351,912

  役員賞与引当金 91,407 42,491

  その他 110,294 104,753

  固定負債合計 892,758 632,010

 負債合計 7,314,978 4,186,928
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,893,644 2,893,644

  資本剰余金 2,883,394 2,883,394

  利益剰余金 26,539,708 26,621,064

  自己株式 △353 △353

  株主資本合計 32,316,393 32,397,749

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 4,424 2,281

  その他の包括利益累計額合計 4,424 2,281

 新株予約権 277,842 540,673

 純資産合計 32,598,659 32,940,705

負債純資産合計 39,913,638 37,127,633
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 5,105,237 3,100,528

売上原価 1,732,675 1,463,894

売上総利益 3,372,562 1,636,634

販売費及び一般管理費 801,011 1,306,221

営業利益 2,571,551 330,412

営業外収益   

 受取利息 1,000 1,005

 新株予約権戻入益 9,868 ―

 雑収入 483 267

 営業外収益合計 11,352 1,273

営業外費用   

 支払利息 83 ―

 固定資産除却損 8,641 30

 雑損失 358 722

 営業外費用合計 9,083 752

経常利益 2,573,820 330,932

税金等調整前四半期純利益 2,573,820 330,932

法人税、住民税及び事業税 703,124 1,605

法人税等調整額 119,469 247,971

法人税等合計 822,594 249,576

四半期純利益 1,751,225 81,356

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,751,225 81,356
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 1,751,225 81,356

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △813 △2,142

 その他の包括利益合計 △813 △2,142

四半期包括利益 1,750,412 79,214

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,750,412 79,214
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は次のと

おりであります。

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日
　　至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日

　　至　2022年12月31日)

減価償却費 35,600千円 56,541千円

のれんの償却額 57,301千円 48,365千円
 

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、Ｍ＆Ａ関連サービス事業及びこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

当社グループは、Ｍ＆Ａ関連サービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね

単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益 55円21銭 2円56銭

    (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 1,751,225 81,356

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
(千円)

1,751,225 81,356

    普通株式の期中平均株式数(株) 31,716,602 31,728,602

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 53円65銭 2円51銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 927,089 742,705

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年２月14日

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 千　　足 　 幸  男  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　　　口　 　　　学  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＭ＆Ａキャピタ

ルパートナーズ株式会社の2022年10月１日から2023年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年

10月１日から2022年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年10月１日から2022年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社及び連結子会社の2022年

12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
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当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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